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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水硬性石膏である硫酸カルシウム１００重量部と、塩化バリウム、酸化チタン、酸化バ
リウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム及び硫酸バリウムからなる群から選択される
少なくとも一種または二種以上の無機充填剤８０～２００重量部及び水を加えて得られる
スラリーを固化して形成された石膏芯が２枚の石膏ボード用原紙で被覆され、厚さが５～
４０ｍｍの面材であって、比重が０．８～２．０である石膏板であり、
前記石膏板の長手方向２側面を裁断して、実質的に平行な表裏面に対し前記２側面を直角
に形成することを特徴とする放射線遮蔽用石膏板。
【請求項２】
　石膏芯がさらに無機繊維または有機繊維を１～５重量部含有することを特徴とする請求
項１に記載の石膏板。
【請求項３】
　前記無機繊維がガラス繊維または炭素繊維であることを特徴とする請求項２記載の石膏
板。
【請求項４】
　前記有機繊維がアラミド、セルロース（パルプを含む）、アクリル（ポリアクリロニト
リルを含む）、ポリエステル（ポリエチレンテレフタレートを含む）、ポリオレフィン（
ポリエチレン、ポリプロピレンを含む）またはポリビニルアルコールであることを特徴と
する請求項２記載の石膏板。
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【請求項５】
　請求項１記載の石膏板を使用して壁若しくはパーティション、天井または床を形成する
ことを特徴とする放射線遮蔽用乾式工法。
【請求項６】
　請求項１記載の石膏板の複数枚を積層して使用することを特徴とする請求項５記載の放
射線遮蔽用乾式工法。
【請求項７】
　請求項１記載の石膏板同士の隣り合う側面若しくは当該石膏板の側面と天井、床若しく
は柱との突合せ部若しくは目地部の間隙に硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、水酸化カル
シウム及び有機合成樹脂エマルジョンからなる群から選択される少なくとも一種または二
種以上の基材１００重量部と、塩化バリウム、酸化チタン、酸化バリウム、炭酸ストロン
チウム、炭酸バリウム及び硫酸バリウムからなる群から選択される少なくとも一種または
二種以上の真比重が３．５～６．０である無機充填剤５０～３０００重量部とからなるこ
とを特徴とする建材用組成物を、必要に応じ水を混合して充填及び固化させることを特徴
とする請求項５又は６記載の放射線遮蔽用乾式工法。
【請求項８】
　請求項１記載の石膏板を使用し、互いに隣接する石膏板の側面の突合せ部に実質的に隙
間ができないように配設することを特徴とする請求項５又は６記載の放射線遮蔽用乾式工
法。
【請求項９】
　請求項１記載の石膏板を壁若しくはパーティション、天井または床に配設したことを特
徴とする放射線利用施設。
【請求項１０】
　請求項１記載の石膏板を壁若しくはパーティション、天井または床に配設し、当該配設
された石膏板同士の側面若しくは当該石膏板の側面と天井、床若しくは柱との突合せ部若
しくは目地部の間隙に硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム及び有機合成
樹脂エマルジョンからなる群から選択される少なくとも一種または二種以上の基材１００
重量部と、塩化バリウム、酸化チタン、酸化バリウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウ
ム及び硫酸バリウムからなる群から選択される少なくとも一種または二種以上の真比重が
３．５～６．０である無機充填剤５０～３０００重量部とからなることを特徴とする建材
用組成物の固化物が充填されていることを特徴とする放射線利用施設。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に石膏系の建材用組成物及びそれを固化して形成した石膏板に係り、詳し
くは建築内装用建材として優れた遮音性を有する間仕切り壁に有用な高比重石膏板に関し
、またＸ線利用施設などの放射線を利用する施設において放射線源からの放射線を鉛を使
用しないで有効に遮蔽することのできる放射線遮蔽性石膏板に関する。さらに前記石膏板
を使用した遮音壁等の乾式工法及び放射線遮蔽用乾式工法ならびに壁、天井、床及び施設
等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　石膏系建築材料の代表的なものに石膏ボードがある。石膏ボードは、通常、焼石膏と水
とを混練して得られる泥漿（石膏スラリー）を上下の石膏ボード用原紙間に流し込み、板
状に成形し、硬化後粗切断して、乾燥後製品寸法に切断して製造される。つまり、流し込
み成形法により得られる石膏ボードは石膏芯を石膏ボード用原紙で被覆したものであって
、防耐火性、遮音性、施工性及び経済性等の優れた性能を有する。この性能ゆえ、近年で
は急速に普及している高層・超高層建築物の乾式戸境壁に使用されるようになっており、
工程適合性、軽量化、揺れに対する追従性などに優れた特性を有することが認められてい
る。
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【０００３】
　その乾式戸境壁は、駆体工事から切り離し内装工程中に後付けできるものである。これ
には、駆体に取り付けた軽量鉄骨（上下ランナー）等に設けるスタッド構造とそれがない
ノンスタッド構造とがあり、それぞれの下地の骨組の両側に石膏ボード、強化石膏ボード
、石膏押出成形板及びけい酸カルシウム板等の基礎パネルを、内部に遮音性のあるグラス
ウール等の材料を介在するように立て込み、タッピンビス等で固定して壁を形成し、次い
で、その両面に上張りボードを糊とステープルや釘又はビスを併用して張り上げて完成し
ている。かかる乾式戸境壁の役割は、隣戸を隔てるという重要な目的に付随して、快適に
生活できる環境の確保、災害（火災等）時の生命・財産等を保護する役割を担っており、
防耐火性に加えて、変形追随性、面外曲げ剛性、耐衝撃性、硬度等が要求される。加えて
最近は生活様式の変化や生活水準の向上により住宅等の品質に関し、ホテルやマンション
及び集合住宅等において、隣戸または上下階からの音漏れを防止する高い遮音性能を有す
る壁や天井、床などの要求が高まってきている。さらに既存住宅等のリフォームにおいて
も戸境壁や間仕切り壁等に対し、より高い遮音性能を付与する改築成果が求められるよう
になってきた。
【０００４】
　上張りボードとして一般に市販されている石膏ボード（比重０．６５～０．９）は、硬
度、面外曲げ剛性及び耐衝撃性の点では充分とは言えないものである。
また、遮音性能を向上させる方法に関しては、壁の厚みを大きくする、面材（ボード）を
増し張りして壁重量を増やす、あるいは空気層を持つ中空壁（二重～多重壁）にするなど
があり、新築あるいはリフォーム等の事情に応じてケース・バイ・ケースで適宜選択され
る。このような遮音性の改善に使用する面材としては前記市販石膏ボードより高比重のも
のがあれば設計や選択の自由度がより高まる。
【０００５】
　前記市販石膏ボードの硬度、面外曲げ剛性及び耐衝撃性等の特性上の欠点を解決するこ
とを目的として、強度特性が優れた高比重の石膏ボードを経済的に製造する方法として、
半水石膏１００重量部に対して二水石膏１０～２５０重量部を配合した石膏スラリーを、
石膏ボード用原紙の間に流し込み成型した比重１．１５～１．２３の石膏ボードが開示さ
れている（例えば、特許文献１）。
【０００６】
　同じく、釘やビス止めが効き、硬度、面外曲げ剛性及び耐衝撃性を有する、石膏芯内に
特定量の無機繊維と有機繊維が分散してなる石膏芯を石膏ボード用の原紙で被覆した比重
が１～1.６である硬質石膏板が開示されている（例えば、特許文献２）。
【０００７】
　また、特許文献２の硬質石膏板を上張りボードとして用いた防火性、遮音性、変形追随
性、面外曲げ剛性、硬度等に充分な特性を備え、軽量で、かつ壁厚が薄い乾式戸境壁が開
示されている（例えば、特許文献３）。
【０００８】
　また、一方、従来、放射線利用施設、例えば、医療目的や工業目的のＸ線検査室や加速
器利用施設、更には原子力施設などにおいて人体防護のため放射線遮蔽材が使用される。
例えば、Ｘ線の利用施設において、遮蔽材として最も使用される材料に鉛がある。この鉛
を放射線遮蔽材として使用する場合、鉛ブロックの形態にしたり、或いは、ゴムあるいは
塩化ビニルなどの合成樹脂シートに鉛粉末を混入させて使用される。また、前記石膏ボー
ド等の耐火性建材を使用したものとして、鉛板を裏打ちしたＸ線防護性を有する間仕切壁
が開示されている（例えば、特許文献４）。
【０００９】
　鉛はＸ線に対する遮蔽能力は高く、放射線遮蔽材料としては優れているが、重量は重く
、取り扱いも容易でなく、また、人体に対する影響という観点からすると、問題がないわ
けではない。近年、電子機器、塗料等における鉛フリー化の動きがあり、建築部材につい
ても鉛使用制限が波及する可能性がある。そこで、鉛に代えて人体に対して無害のバリウ
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ム化合物（ＢａＣＯ3，ＢａＳＯ4，ＢａＣｌ3等のバリウム塩）を放射線遮蔽材として粘
土やシリコンゴム等で固定化して使用する方法が提案されている（例えば、特許文献５、
特許文献６）。
【特許文献１】特開平０８－３２５０４５号公報
【特許文献２】特開平０８－０４２１１１号公報
【特許文献３】特開平０８－０７４３５８号公報
【特許文献４】特開２００５－１３３４１４号公報
【特許文献５】特開昭５９－２１４７９９号公報
【特許文献６】特開平０５－２６４７８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記文献１及び２は従来市販の石膏ボードより強度特性に優れた高比重の石膏系建築用
ボードを提供する。しかし、石膏芯を構成する主材料は石膏（比重は二水石膏として２．
３２）あるいは無機繊維（比重はガラス繊維として２．５～３．０）及び有機繊維（真比
重はセルロース繊維として約１．５～１．６）であり、またその製造方法は上記材料を水
に分散混合した石膏スラリーを石膏ボード用原紙間に流し込み成型するものである。した
がって、高比重の石膏芯を形成しようとする場合、無機繊維の配合比率は多くしスラリー
中の水は減らす必要があり、より高比重にしようとすればするほどスラリー粘度は高くな
り製造が困難になるばかりではなく、実際上製造可能な比重にもおのずと上限があった。
一方、上記文献５に記載の放射線遮蔽材は、放射線遮蔽機能を鉛に代えてバリウム塩を利
用するものであるが、Ｂａ元素をタイル中に重土長石の形で存在させタイルとしての機能
を保持した放射線遮蔽材料を提供するものである。しかしながら、ここで得られる材料は
タイルであるため、重量は重く、これを建材として施設に利用する場合、あくまでもタイ
ルとしての利用に限られその用途には自ずと限界があり、また利用の際の施工方法も限ら
れていた。
【００１１】
　また、従来市販の石膏ボードには当然のことながら放射線遮蔽性能がないために、放射
線遮蔽施設への利用は１～２ｍｍ厚の鉛シートを貼り付けた石膏ボードが使用されていた
。しかし、前述したように今後は鉛フリーへの取り組みが必要になると思われるが、まだ
鉛フリーとした建築用ボードは、少なくとも石膏ボードに関しては提案されていない。
本発明は、以上のような問題点に鑑みなされたもので、従来とは全く異なる構成とした高
比重の石膏芯を有し、釘やビス止めが効き、硬度、面外曲げ剛性及び耐衝撃性を有する石
膏板を提供すること、並びにそのような石膏板を使用した遮音壁用工法及び遮音壁等を提
供することを課題とするものである。
【００１２】
　また、本発明の別の課題は、放射線遮蔽機能を有し、比較的軽量で、取り扱いが容易で
、人体に無害で、且つ、ビス打ちなどによる施工が可能で、壁や天井への適用が容易な石
膏板を提供すること、並びにそのような石膏板を使用した放射線遮蔽用乾式工法及びそれ
によって構築される放射線遮蔽施設等の提供を課題とするものである。
【００１３】
　なお、本発明の更に別の課題は、放射線遮蔽用乾式工法における隙間充填剤やそのまま
で水と混合することによりプラスター、パテまたは塗料等の湿式塗材として壁、天井また
は床等の湿式工法に使用可能な建材用組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、水硬性石膏、乾燥硬化性の炭酸カルシウム若しくは水酸化カルシウム若しく
は合成樹脂エマルジョンの１種または２種以上を組み合わせたものを基材として、これに
高比重の無機充填剤を配合した組成物が、水を加えると反応固化または乾燥固化可能であ
り、特に石膏系建材に係り、従来のものよりさらに高比重（比重１．４～２．０、特に従
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来達成困難であった比重１．６～２．０の範囲）のものが比較的容易に作成可能であると
の知見に基づき、その建材としての実用的な特性範囲となる石膏芯の組成や石膏板の構成
について鋭意検討した結果本発明を成したものである。
【００１５】
　また、特定の高比重無機充填剤が放射線遮蔽性物質である場合、本発明の組成物の固化
物が実用的なＸ線等の放射線遮蔽性能を有するとの知見に基づき、取り扱いが容易でビス
止め施工が可能といった石膏ボードと同等の優れた建材としての特性を維持しながら、放
射線遮蔽性能を有する石膏板について鋭意検討した結果本発明を成したものである。
すなわち、本発明は、
（１）　水硬性石膏である硫酸カルシウム１００重量部と、塩化バリウム、酸化チタン、
酸化バリウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム及び硫酸バリウムからなる群から選択
される少なくとも一種または二種以上の無機充填剤８０～２００重量部及び水を加えて得
られるスラリーを固化して形成された石膏芯が１枚または２枚のカバーシートで被覆され
、厚さが５～４０ｍｍの面材であって、比重が０．８～２．０である石膏板であり、
前記石膏板の長手方向側面を裁断して、実質的に平行な表裏面に対し前記側面をほぼ直角
に形成することを特徴とする放射線遮蔽用石膏板。
（２）　前記カバーシートがガラス繊維テイッシューであることを特徴とする請求項１記
載の石膏板。
（３）　前記カバーシートが石膏ボード用原紙であることを特徴とする請求項２記載の石
膏板。
（４）　石膏芯がさらに無機繊維または有機繊維を１～５重量部含有することを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の石膏板。
（５）　前記無機繊維がガラス繊維または炭素繊維であることを特徴とする請求項４記載
の石膏板。
（６）　前記有機繊維がアラミド、セルロース（パルプを含む）、アクリル（ポリアクリ
ロニトリルを含む）、ポリエステル（ポリエチレンテレフタレートを含む）、ポリオレフ
ィン（ポリエチレン、ポリプロピレンを含む）またはポリビニルアルコールであることを
特徴とする請求項４記載の石膏板。
（７）　請求項１記載の石膏板を使用して壁若しくはパーティション、天井または床を形
成することを特徴とする放射線遮蔽用乾式工法。
（８）　請求項１記載の石膏板の複数枚を積層して使用することを特徴とする請求項７記
載の放射線遮蔽用乾式工法。
（９）　請求項１記載の石膏板同士の隣り合う側面若しくは当該石膏板の側面と天井、床
若しくは柱との突合せ部若しくは目地部の間隙に硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、水酸
化カルシウム及び有機合成樹脂エマルジョンからなる群から選択される少なくとも一種ま
たは二種以上の基材１００重量部と、塩化バリウム、酸化チタン、酸化バリウム、炭酸ス
トロンチウム、炭酸バリウム及び硫酸バリウムからなる群から選択される少なくとも一種
または二種以上の真比重が３．５～６．０である無機充填剤５０～３０００重量部とから
なることを特徴とする建材用組成物を、必要に応じ水を混合して充填及び固化させること
を特徴とする請求項７又は８記載の放射線遮蔽用乾式工法。
（１０）　請求項１記載の石膏板を使用し、互いに隣接する石膏板の側面の突合せ部に実
質的に隙間ができないように配設することを特徴とする請求項７又は８記載の放射線遮蔽
用乾式工法。
（１１）　請求項１記載の石膏板を壁若しくはパーティション、天井または床に配設した
ことを特徴とする放射線利用施設。
（１２）　請求項１記載の石膏板を壁若しくはパーティション、天井または床に配設し、
当該配設された石膏板同士の側面若しくは当該石膏板の側面と天井、床若しくは柱との突
合せ部若しくは目地部の間隙に硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム及び
有機合成樹脂エマルジョンからなる群から選択される少なくとも一種または二種以上の基
材１００重量部と、塩化バリウム、酸化チタン、酸化バリウム、炭酸ストロンチウム、炭
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真比重が３．５～６．０である無機充填剤５０～３０００重量部とからなることを特徴と
する建材用組成物の固化物が充填されていることを特徴とする放射線利用施設。
である。
【００１６】
　本発明の建材用組成物は石膏系プラスターや反応硬化型あるいは乾燥硬化型のパテを与
えるものである。これらの建材用組成物は適当量の水を添加して流動性または非流動性の
スラリーやペーストとして、そのまま壁、天井または床を形成する湿式工法に使用された
り、あるいは後述する本発明の石膏板を使用した乾式壁工法において、隣り合って配設さ
れた石膏板同士の継目や壁と柱、天井または床等の隙間を充填するのに使用される。
【００１７】
　本発明で使用される基材の一つとしての硫酸カルシウムは石膏であり、水硬性石膏とし
てはα型半水石膏及び／又はβ型半水石膏があり、各半水石膏は、天然石膏、化学石膏及
び排煙脱硫石膏等を水中または大気中で焼成して得られる焼石膏である。α型は水中（蒸
気中含む）で焼成して得られ、β型は大気中で焼成すると得られる。以下において、焼石
膏を半水石膏と同義で使用する。
【００１８】
　本発明の建材用組成物の水硬性石膏としては通常α型焼石膏が使用される。しかし、β
型焼石膏と組み合わせて使用してもよく、さらに、必要に応じて、後述する他の基材であ
る炭酸カルシウムや樹脂エマルジョンを組み合わせて使用しても良い。α型焼石膏を使用
する場合には、焼石膏に対し通常３５～４５％の水を添加して石膏泥漿を調整するのがよ
い。
【００１９】
　本発明の他の基材は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム及び樹脂エマルジョンであり、
乾燥硬化型パテ若しくは水系塗材用の主材として使用される。
【００２０】
　炭酸カルシウムまたは水酸化カルシウムを基材とした場合には、得られる組成物に所定
量の水を混合して使用する。必要に応じて糊材や「すさ」などの充填剤を配合しても良い
。
【００２１】
　樹脂エマルジョンは、エチレン系エマルジョンであって、具体的には酢酸ビニル－エチ
レン共重合体樹脂エマルジョンをはじめとして、酢酸ビニル－エチレン－塩化ビニル三元
共重合体樹脂エマルジョン、酢酸ビニル－エチレン－アクリル系共重合体樹脂エマルジョ
ン等が好適に使用できる。樹脂エマルジョンを基材とした場合には、そのまま若しくは必
要に応じて水を追加混合してパテあるいは塗料として使用することができる。
【００２２】
　なお、以上の基材はそれぞれ単独で基材として使用してもよく、あるいは２種以上を組
み合わせたものを基材として使用してもよい。建材用組成物をパテまたは塗料として使用
する場合の充填性、伸び、皮膜形成性、接着性、乾燥性等の作業性に応じて種々選択する
ことができる。
【００２３】
　本発明の建材用組成物の無機充填剤としては、基材の比重に比較してより高比重となる
、真比重が３．５～６．０のものを使用することが好ましい。具体的には塩化バリウム、
酸化亜鉛、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化バリウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バ
リウム及び硫酸バリウムが好適に使用できる。これらの無機充填剤の比重はそれぞれ以下
の表１のとおりである。
【００２４】
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【表１】

　これらのうちでも高比重の固化物を得ることを目的とした場合には、価格や入手の容易
さなどから酸化アルミニウム及び硫酸バリウムがより好適に使用できる。
【００２５】
　特に固化物に対し放射線遮蔽性の付与を目的とした場合には、塩化バリウム、酸化チタ
ン、酸化バリウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム及び硫酸バリウムが好適に使用で
き、酸化チタン、炭酸ストロンチウム及び硫酸バリウムがより好ましく、放射線遮蔽性能
や入手の容易さから硫酸バリウムが特に好ましい。
【００２６】
　本発明の建材用組成物は必要に応じて、さらに硬化促進剤、硬化遅延剤、骨材、各種有
機高分子、有機系溶剤及び減水剤や空気連行剤としての界面活性剤等を任意に添加配合す
ることができる。
【００２７】
　基材と無機充填剤の配合比は、パテまたは塗料として使用する建材組成物の場合は基材
１００重量部に対して無機充填剤５０～３０００重量部であり、石膏板を形成する場合は
基材１００重量部に対して無機充填剤５０～２００重量部である。無機充填剤が５０重量
部未満であると石膏板を高比重とすることができず、また建材用組成物の固化物や石膏板
芯材の放射線遮蔽性が十分ではなくなる。一方、建材組成物の場合、無機充填剤が３００
０重量部を超えると建材用組成物の硬化性に悪影響が出て、塗布成膜性や固化物として必
要な物性が得られなくなる。また石膏板の場合、無機充填剤が２００重量部を超えると石
膏芯の硬化形成性が不充分となり固化物として必要な物性が得られなくなる。石膏板の場
合の無機充填剤の好ましい配合量は８０～１７０重量部であり、さらに好ましくは１００
～１４０重量部である。なお、無機充填剤は建材用組成物の場合、その固化物の全体の重
量中において３０～９７重量％の含有量となるようにする。好ましくは４０～９０重量％
であり、さらに好ましくは４４～８０重量％である。また石膏板の場合、石膏芯の全体の
重量中において３０～８０重量％の含有量となるようにする。好ましくは４０～７０重量
％であり、さらに好ましくは４４～６７重量％である。
【００２８】
　本願発明で使用するカバーシートとしてはガラス繊維テイッシュー及び石膏ボード用原
紙が使用される。
【００２９】
　ガラス繊維テイッシューは織布、ニット、適当な合成樹脂で接着された不織布あるいは
ウェブの形であることが好ましい。ガラス繊維テイッシューの一方の面が適当な合成樹脂
、例えばアクリル樹脂等で任意の深さの部分まで含浸された合成樹脂コート層で被覆され
ていても良い。ガラス繊維テイッシューは芯材の面に一部または全部が埋封され、全部が
埋封された場合にはガラス繊維テイッシューの外側面に石膏の平滑な連続フィルムが形成
されることが必要であり、且つ、ガラス繊維テイッシューはできるだけ芯材表面、すなわ
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ち石膏板表面近くに位置することが好ましい。
【００３０】
　石膏芯を被覆する原紙としては、通常坪量７０～３００g/m2で従来から石膏ボード用に
使用されているものが使用できる。
【００３１】
　本発明の石膏板は、高比重石膏ボードとする場合には、前記無機充填剤が塩化バリウム
、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化バリウム、炭酸ストロンチウム、炭酸
バリウム及び硫酸バリウムからなる群から選択される少なくとも一種または二種以上の真
比重が３．５～６．０のものである。特に石膏スラリーの硬化性への影響が小さいことや
入手の容易さから酸化アルミニウムまたは硫酸バリウムがより好ましい。
【００３２】
　また、本発明の石膏板の比重は１．２～２．０である。比重が１．２未満では十分な面
密度の増加とならないため遮音効果が小さく、２．０を超えると釘打ちするときに亀裂を
生じたり等前述したような問題があり、また石膏板の重量が重くなり作業取り扱い上も不
都合となる。なお、従来技術による石膏芯に繊維を分散させる硬質石膏板の製造方法では
製造時の安定した石膏スラリー調製上の制約等から、実際上の比重は約１．４がほぼ上限
値で実際上はそれ以下で製造されているが、本発明の石膏板では比重がそれを超え、１．
６を超えるものも比較的容易に製造することができる。
【００３３】
　本発明の石膏板は、放射線遮蔽性能を有する場合には、前記無機充填剤が塩化バリウム
、酸化チタン、酸化バリウム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウム及び硫酸バリウムであ
り、より好ましくは酸化チタン、炭酸ストロンチウム化合物または硫酸バリウムであり、
単位含有量あたりの放射線遮蔽性能の比較からは硫酸バリウムが最も好ましい。この場合
の石膏板の比重は０．８～２．０であり、好ましくは１．０～１．６である。また比重は
０．８未満の場合、放射線遮蔽性能を担保するのに必要な無機充填剤の含有量が足りなく
なる恐れがある。また、比重が２．０を越えると釘打ちするときに石膏板に有害な亀裂を
生じ、石膏板が下地に固定できなくなったり、釘等の留め具の強度によってはそれ自体が
曲がり留め付けができなくなるからである。
【００３４】
　本発明で石膏芯に配合する繊維としては、有機繊維、無機繊維又はこれらの混合物があ
げられ、有機繊維と無機繊維を併用してもよい。
【００３５】
　無機繊維としては、ロックウール及びセピオライト等の鉱物繊維やグラスファイバー、
炭素繊維等があげられるが、ガラス繊維または炭素繊維であることが好ましい。
【００３６】
　有機繊維としては、種々の有機繊維が使用可能であるが、アラミド、セルロース（パル
プ繊維を含む。特に古紙を叩解したもの）、アクリル（ポリアクリロニトリルを含む）、
ポリエステル（ポリエチレンテレフタレートを含む）、ポリオレフィン（ポリエチレン、
ポリプロピレンを含む）またはポリビニルアルコールが好適に使用できる。
【００３７】
　これらの繊維の石膏芯内での分散性を向上させるために、上記繊維を焼石膏と混合する
などして繊維の表面を焼石膏で被覆するか、収束性を持たせ水に接して分散性の出るポリ
エチレンオキサイド等で表面処理してから焼石膏と水等を混練するミキサー等の混練機に
供給するのがよい。このように繊維の表面が焼石膏や分散剤でコーティングされることに
より、繊維は泥漿中に容易に均一に分散され、石膏硬化体中に混在することとなり、繊維
が硬化体のつなぎの働きを為すと思われる。その結果、硬質石膏板を下地材に留め付ける
ときにビス止めや釘打ちしても硬質石膏板に亀裂が発生せず、充分な面外曲げ剛性及び耐
衝撃性の向上したものが得られることになると推定される。特に、無機繊維と有機繊維と
を併用すると亀裂防止が助長されるので好ましい。
【００３８】
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　かかる繊維の添加量は焼石膏１００重量部に対し１～５重量部であり、１．２～４重量
部が好ましく、１．５～３重量がさらに好ましい。繊維の形状は、品質上、製造上、径が
５～５０ミクロン、長さ３～１２mmのものが好ましく、特に径が１０～２０ミクロン、長
さが３～６mmのものが好ましい。又、繊維はネット（格子）状であってもよい。尚、無機
繊維と有機繊維を併用するときは、その割合を１：０.０５～０．１：１（重量比）とす
るのが好ましい。又、有機繊維の使用量は、焼石膏１００重量部に対し最大２．５重量部
とするのが好ましく、この量を越えて有機繊維を混入すると泥漿（石膏スラリー）の流動
性が低下し製造上好ましくない。
【００３９】
　尚、石膏板は、本発明の効果を損なわない限り、その品質上または製造上、従来から使
用されている骨材、整泡剤、消泡剤、澱粉等の接着助剤、防水剤、硬化促進剤、硬化遅延
剤、吸放湿材、ホルムアルデヒド吸着分解剤、活性炭またはVOC（揮発性有機化合物）吸
着材等、種々の添加剤を含むことができる。
【００４０】
　本発明の石膏板の製造方法において減水剤を使用すると、焼石膏と混練する水量を減ら
すことができ、製品強度が向上するばかりでなく、乾燥エネルギーが少なくて済むので石
膏板の製造上好都合である。減水剤としては、ナフタレン系、リグニン系、メラミン系、
ポリカルボン酸系またはビスフェノール系等のいずれの減水剤も使用することができる。
その添加量は石膏１００重量部当たり、２重量部以下、好ましくは0.１～1.５重量部であ
る。
【００４１】
　また、石膏板の製造の際に、泥漿への泡の混入は必ずしも必要としないが、石膏硬化体
中に気泡を混在せしめると、石膏板をビス止めや釘打ちするとき亀裂防止に役立つので好
ましい。泡剤を使用する場合には、泡剤の添加量は焼石膏１００重量部当たり、0.０５重
量部以下とするのが好ましい。尚、軽量骨材を泡剤の代りに若しくは泡と併用することも
できる。
【００４２】
　また、本発明の石膏板は、高層・超高層建築物や集合住宅等の乾式戸境壁や種々の建物
の間仕切り壁、天井板さらには、各種強度の向上により床材として使用できる。
例えば間柱の両側に面材を配設した遮音中空壁構造において、中空部にガラスウールやロ
ックウール等の吸音材を配し、両側の面材を通常市販の石膏ボードやその他の建築用ボー
ドを下張りに本願発明の石膏板を上張りとして組み合わせて使用すると、間仕切り壁の遮
音性能を向上させることができる。
【００４３】
　また既存住宅のリフォームに関しては、中空部を有する間仕切り壁や戸境壁に対して本
発明の高比重石膏板を片面または両面に増し張りすることで遮音性能を向上させることが
できる。あるいは既存コンクリート（RC）壁に対しては中空部が形成されるように「ふか
し」て本願発明の高比重石膏板を取り付けることで遮音性能を高めることができる。
【００４４】
　Ｘ線遮蔽性能は鉛シートの厚さに換算して、単位は鉛当量（ｍｍＰｂ）として表される
。例えば１ｍｍＰｂは１ｍｍの厚さの鉛シートと同等のＸ線遮蔽性能で、コンクリート１
０ｃｍの厚さに相当する。通常のＸ線室の壁には１．５～２ｍｍＰｂの遮蔽性能が必要と
される。
【００４５】
　本発明の放射線遮蔽性能を有する石膏板は例えば石膏芯における硫酸バリウム配合量５
５重量％で石膏芯の厚さ１２．５ｍｍのとき、Ｘ線遮蔽性能が約０．８ｍｍＰｂとなる。
したがってこのような厚さの石膏板の場合、２枚重ねて使用すれば必要なＸ線遮蔽性能が
得られる。
【００４６】
　なお、上述の石膏板を施工する場合、隣り合う石膏板同士に目地部や隙間がある場合や
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石膏板と天井や床等との突合せ部分で隙間や空隙ができる場合は、そのような隙間や空隙
部分からX線が透過してしまうので十分なX線遮蔽性能が発揮できないこととなる。
【００４７】
　このような場合に対処するために、本発明の石膏板においては、例えば幅と長さがそれ
ぞれ３尺と６尺で一定の厚みの４側面を持つ面材である場合、この面材の実質的に平行な
表裏面に対し、少なくとも２側面が当該表裏面に対しほぼ直角に形成されているものを使
用することが有効となる。このような面材同士を直角な側面同士で突き合わせれば隙間や
空隙の発生を防止できる。また、例えば６尺以上の壁の高さが要求されるような場合には
少なくとも３側面が表裏面に対し直角に形成された面材を配設することで隙間無く壁を形
成することができる。
【００４８】
　このような直角な側面を有する本発明の石膏板は、石膏スラリーをカバーシート上へ流
し込み、連続板状体に成型する際に長手方向の側縁部分を成型プレート等で抑えて表裏面
に対し直角となるように調整することで製造できる。石膏板の幅方向の側面に関しては、
石膏板の石膏芯を硬化及び乾燥後に回転のこ（鋸）等で製品寸法に裁断するときに直角と
なるように切断すればよい。なお、石膏板の製造にカバーシートにガラス繊維テイッシュ
ーを使用する場合は、石膏板の長手方向も回転のこ等で裁断する必要があるため、裁断時
に側面が直角となるようにする。当然ながらカバーシートに石膏ボード用原紙を使用した
場合も石膏板の長手方向を回転のこ等で裁断して側面を直角とすることができる。
【００４９】
　一方、直角な側面を有する面材の使用に比べると作業が増えて煩雑でコストも増加する
が、目地部の隙間等に本発明の建材用組成物のうち放射線遮蔽性能を有するものを選択し
、所定量の水を加えて混練りしたものを充填して固化させる。このようにすることで所定
の放射線遮蔽性能が担保できる。
【００５０】
　なお、放射線遮蔽性能を有する建材用組成物としては硫酸カルシウム、炭酸カルシウム
、水酸化カルシウム及び有機合成樹脂エマルジョンからなる群から選択される少なくとも
一種または二種以上の基材１００重量部に対し、塩化バリウム、酸化チタン、酸化バリウ
ム、炭酸ストロンチウム、炭酸バリウムまたは硫酸バリウムから選択される一種または二
種以上の無機充填剤５０～３０００重量部とを混合したものが使用できる。無機充填剤の
好ましい配合量は６７～９００重量部であり、さらに好ましくは７９～４００重量部であ
る。
【００５１】
　これらの中でも作業性や固化物の特性上からは、基材を炭酸カルシウムまたは合成樹脂
エマルジョン、無機充填剤を硫酸バリウムとしたものが最も好ましい。
【００５２】
　さらに、本発明の建材用組成物は本発明の組成物の特性を損ねない範囲で、必要に応じ
て、更に骨材、亀裂防止材、接着材、保水材及び着色剤その他の添加剤を適宜加えること
ができる。
【００５３】
　なお、本発明の建材用組成物に水を加えて固化させた硬化または乾燥物の比重は１．２
～２．４となるように調製することが好ましく、より好ましくは１．４～２．０の範囲で
ある。固化物の比重が１．２未満であると十分な放射線遮蔽性能が得られない恐れがある
。また２．４を超えるときは組成物の水との混合物の作業性が低下してくる。
【発明の効果】
【００５４】
本発明の石膏板は従来とは全く異なる構成とした高比重の石膏芯を有し、これをカバーシ
ートで被覆してあるので釘やビス止めが効き、硬度、面外曲げ剛性及び耐衝撃性を有する
。そして高比重の石膏板であることを利用して間仕切り壁等の遮音性を向上させることが
できた。
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【００５５】
　また、本発明の石膏板は、鉛フリーで放射線遮蔽機能を有し、比較的軽量で、取り扱い
が容易で、人体に無害で、且つ、ビス打ちなどによる施工が可能で、壁や天井への適用が
容易である。よって、本発明の石膏板を間仕切り壁等に使用することで放射線遮蔽用乾式
工法が可能になった。また、その工法により放射線遮蔽施設等を構築した。さらに、放射
線遮蔽用乾式工法における隙間充填剤として有用な建材用組成物が得られた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　次に各種具体例により本発明を説明する。ただし、これらの具体例は本発明の一実施態
様を示すに過ぎず、本発明はこれらの例に何ら限定されるものではない。
(i) 建材用組成物－Ｘ線遮蔽用充填剤
具体例１～３
　表２の材料及び配合で本発明の建材用組成物を調製し、水を加えて混練し、Ｘ線遮蔽用
パテを調製した。固化物の比重を同じ表中に示した。
　　なお、後述する本発明の放射線遮蔽性石膏板を用いて隙間間隔1０ｍｍの目地部を形
成し、これに具体例１～３のパテを充填固化させてＸ線照射装置の１００ｋＶ－１５ｍＡ
，１２５ｋＶ－１２．５ｍＡ及び１５０ｋＶ－１０ｍＡの各照射条件下におけるＸ線遮蔽
の測定実験を行ったところ、上記石膏板と同等以上のＸ線遮蔽性能があることが確認でき
た。具体例１～３の何れのパテも１ｍｍ厚につき１００ｋＶ－１５ｍＡの照射条件で鉛当
量約０．０５ｍｍＰｂであった。
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【表２】

(ii) 高比重石膏板の製造方法及び評価結果の具体例
具体例４～１０
　表３に示す配合でミキサーを用いて泥漿（石膏スラリー）を作成し、２枚の原紙間（坪
量２５０g/m2の石膏ボードに通常使用されているもの） に流し込み、成型機を通して、
厚さ１２．５mm、幅９１０mmの石膏板を成形し、所定寸法に粗切断して乾燥機により乾燥
し、長さ１８２０mmに裁断して石膏板を得た。尚、使用したガラス繊維は径２０ミクロン
、長さ3.３mmの形状のもので、ミキサーに供給する前に混練する焼石膏と混ぜ、焼石膏で
繊維の表面を被覆した。パルプ繊維は古紙を叩解したものを使用した。又、減水剤はメラ
ミン系の減水剤を使用した。なお表中、R1は比較例であり、泡剤としてアルキルベンゼン
スルフォン酸ソーダを少量添加した。
　これらの石膏板について、後述の表４に示す試験項目を測定した結果を表３に併せて示
す。
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【表３】



(14) JP 5405745 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

【表４】

 (iii) 放射線遮蔽用石膏板の製造方法及び評価結果の具体例
具体例１１～１２
　表５に示す配合でミキサーを用いて泥漿（石膏スラリー）を作成し、２枚のガラス繊維
テイッシュー間（ガラスマット不織布）に流し込み、成型機を通して、厚さ１２．５mmの
石膏板を成形した。これを乾燥後、長手方向の側縁部分及び幅方向の側面が直角となるよ
うに裁断して石膏板を得た。
　尚、ガラス繊維テイッシューは具体例１１及び比較例２では石膏芯の上下両表面をカバ
ーし、具体例１２では上下両面の表面から略1mm内部に埋め込むように配した。またこの
ようなガラス繊維石膏板の製造方法は特公昭６２－４２３３号公報、特公昭６３－６５４
８２号公報、特公平１－２６８４５号公報等に記載されている。
　使用したガラス繊維は径２０ミクロン、長さ3.３mmの形状のもので、ミキサーに供給す
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る前に混練する焼石膏と混ぜ、焼石膏で繊維の表面を被覆した。又、減水剤はメラミン系
の減水剤を使用した。なお表中、R２は比較例である。
　これらの石膏板について、前述の表４に示す試験項目を測定した結果を表５に併せて示
す。
【表５】

(iv) 遮音間仕切り壁の乾式工法等の具体例
具体例１３
　具体例４、８及び１１並びに比較例1及び２で製造した厚さ１２．５ｍｍの石膏板をそ
れぞれ使用して、振れ止めを取り付けた軽量鉄骨下地に片面張りして壁を形成し、単体壁
としての遮音性能を音源からの音の透過損失（TL-Transmission Loss：単位デシベル（ｄ
B））を測定した。
　具体例４、８及び１１の石膏板は比較例１及び２の石膏板と比較して、共振により遮音
性能が低下する周波数（コインシデンス周波数）が、約２５００ヘルツ付近から約４００
０ヘルツ付近へと高音に移動したものの、遮音性能レベルは比較例の石膏板の遮音性能TL

D値（Transmission Loss Difference）は２０から２４に向上した。これにより本発明の
高比重石膏板を間仕切り壁等に適用した場合、壁重量の増加による効果で遮音性能が向上
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(v) X線遮蔽施設の乾式壁工法の具体例
具体例１４
具体例１１で作成した石膏板で、縁部側面がボード表面と直角になるように切断した部分
を互いに直線で接した目地部分を作成し、その部分のＸ線透過性を測定したところ、100k
V－15mAの測定条件で0.84mm厚さの鉛板、150kV－10mAの測定条件で0.46mm厚さの鉛板に相
当した。
参考例１
具体例８で作成した石膏板で、ボード表面と縁部側面との角度が８５°であるボード用原
紙で覆われた部分を互いに接した目地部分を作成し、その部分のＸ線透過性を測定したと
ころ、100kV－15mAの測定条件で0.77mm厚さの鉛板、150kV－10mAの測定条件で0.33mm厚さ
の鉛板に相当した。これは具体例１４の結果との比較から目地部よりX線が透過している
ことを示している。
具体例１５
参考例１で作成した直線目地部分に、具体例１～３の建材用組成物に水を加えて調製した
パテを充填して固化させ、その部分のＸ線透過性を測定したところ、何れのパテを使用し
たものも100kV－15mAの測定条件で0.85mm厚さの鉛板、150kV－10mAの測定条件で0.46mm厚
さの鉛板に相当した。本発明の建材用組成物を目地部の充填剤として使用することにより
、目地部のX線透過を防ぐことができることが分かった。
＜実際の施工による具体例＞
参考例２
４側面をボード表面と直角に形成した石膏板の作成
具体例１２の石膏板の四方の側面が表面と垂直になるようにして、９１０×１８２０mmの
寸法となるように切断した。これを実際のＸ線遮蔽装置設置室の内壁への施工用に使用し
た。
具体例１６
参考例２の石膏板を、乳房撮影Ｘ線装置（マンモグラフィー）を設置した略8.3平方メー
トルの部屋の内壁４面に１枚張りで施工した。
施工終了後、28kV、50mAsの条件でＸ線をファントム（擬似X線被照射体）に連続照射し、
室外へのＸ線漏洩量を電離箱式サーベイメータで測定した。ボード中央部及び目地部分の
全ての測定個所で、「検知せず」の結果であった。
なお、本具体例及び次の具体例１７の設計、施工及びX線遮蔽性能測定に関しては医建エ
ンジニアリング株式会社の協力の下に実施した。
具体例１７
参考例２の石膏板を、一般撮影用Ｘ線照射装置を設置した略5.8平方メートルの部屋の内
壁４面に２枚重ね張りで施工した。
施工終了後、80kV、32mAsの条件でＸ線をファントムに連続照射し、室外へのＸ線漏洩量
を電離箱式サーベイメータで測定した。Ｘ線の照射は、壁面に向かっての照射と床面に向
かっての照射の２パターンで行ったが、ボード中央部及び目地部分の全ての測定個所で、
「検知せず」の結果であった。
［その他］
　なお、本願は２００５年１１月９日に出願した日本国特許出願２００５―３２５０１７
号に基づく優先権を主張するものであり、同日本国出願の内容を本願に参照により援用す
る。
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